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職場での「不当な扱い」と企業の責任 

 

◆募集時の説明と異なる労働条件 

「募集時の説明と労働条件が違う」。新聞報

道によると、若手社会人の約７割、アルバイト

学生の半数が、働くうえでこのような「不当な扱

い」を経験したと回答していることが、厚生労働

省の調査で明らかになりました。 

 

◆多くの人が「対応何もせず」 

勤務先やアルバイト先で受けた不適切な扱

いで一番多かったのが、「労働条件が募集時

の提示内容と異なる」というもので、社会人の

38.4％、学生の 21.8％が経験しているそうです。

社会人では、「就業規則をいつでも確認できる

ようになっていない」が 28.2％、「労働条件を書

面で提示されていない」が 22.6％で「残業代が

支払われない」も 21.3％にのぼり、学生の回答

もほぼ同じ項目が上位に並びました。逆に、

「不当な扱いの経験がない」と答えたのは、社

会人で 28.9％、学生の 52.6％でした。 

このような不当な扱いを受けた際にどのよう

対応をしたかを聞いたところ、「同僚に相談し

た」「転職した、辞めた」といった回答よりも多か

ったのが、「何もしなかった」という回答で、社会

人の 41.3％、学生の 54.8％を占めました。 

 

◆大きなトラブルになる前に 

「何もしなかった」という理由として、社会人・

学生ともに「どうせ何も変わらない」「対処する

のが面倒」ということが多く挙げられています。

その原因として、若い社会人や学生の多くが、

労働法規の理解が乏しかったり、理解していて

もどうせ改善されないと考えたりするということが

あるようです。改善策としては、学校教育や社

員研修の中で、労働者の権利と義務を学ぶ機

会を与え、キャリア教育を充実させる必要性が

あると指摘されています。労働者が不当な扱い

を受けていながらそれを放置していたからとい

って、会社側は安心できません。不当な扱いの

中には、「残業代の不払い」「労働条件の相

違」「上司による嫌がらせ」「セクハラ」等、経営

者側の法律違反・コンプライアンス違反が問わ

れるものが多く見受けられます。残業代不払い

やセクハラ問題が、労働者の訴えにより明らか

になり、多額の不払い残業代や損害賠償請求

などを支払わなければならない状況に追い込

まれ、経営が圧迫されている企業も最近ではた

びたび見受けられます。 

まずは法令順守の目線から職場環境を見

直し、正社員・非正社員と雇用形態にかかわら

ず、誰もが働きやすい職場作りを目指すことが、

経営者にとって急務といえるでしょう。 

 

国の失業者対策と民間企業や 

自治体による失業者の採用 

 

◆非正規労働者の失業が急増中 

厚生労働省の調査によれば、景気後退によ

るリストラにより、昨年 10 月から今年３月までに

職を失う（実際に失った）非正規労働者の数は

８万 5,012 人に達する模様で、昨年 11 月末の

調査時から 2.8 倍に拡大しています。また、昨

年 11 月の有効求人倍率（0.76 倍）、完全失業
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率（3.9％）はいずれも悪化しており、不況の深

刻さを物語っています。 

連合が昨年 12 月中旬に発表した「緊急雇

用実態調査」によれば、過去３カ月間に解雇

等の雇用調整を行った企業は約３社に１社に

のぼるそうです。期間工や派遣労働者を多く

雇用している製造業ではこの傾向が特に顕著

であり、約 48％の企業が、すでに雇用調整を

実施しています。 

 

◆厚生労働省による失業者対策 

厚生労働省は、昨年 12 月に、失業した非

正規労働者に対して、ハローワークを通じて住

居費や生活費に充てるための資金（半年で最

高 180 万円）を低利で融資すると発表しました。

また、派遣契約解除に伴う失業者の就業支援

を今年から強化する方針も明らかにしています。

内容は、全国約 30 カ所のハローワークに専属

の担当者を配置し、履歴書の書き方や面接の

受け方に関する指導、職業紹介などを行うもの

です。また、同省は、雇止めされた非正規労働

者などが失業手当を受給するために必要な雇

用保険の加入要件について、現行の「１年以

上の雇用見込み」から「６カ月以上」に短縮す

る方針も示しています。失業手当の給付日数

も 60 日程度上乗せする方針で、現在開会中

の通常国会に雇用保険法の改正案を提出し、

2009 年度からの実施を目指すとしています。 

 

◆民間企業・自治体による失業者などの積極

採用 

タクシー会社の第一交通産業（福岡県北九

州市）では、雇用の受け皿として、今年３月末

までに 30 の都道府県で合計 6,000 人を運転

手として採用すると発表しました。居酒屋「白

木屋」などを運営するモンテローザ（東京都武

蔵野市）でも、主に雇用調整で失業した人など

を対象として、３月末までに最大で 500 人を正

社員採用すると発表しています。 

同様の動きは自治体でも見られます。大分

キヤノンや東芝などの工場がある大分市では、

解雇された非正規労働者約 50 人を臨時職員 

 

やアルバイトとして採用することを決定していま

す。神奈川県横浜市（約 500 人）、東京都港

区（約 50 人）などでも、不況対策として契約解

除された非正規労働者を中心に臨時職員とし

て採用する方針を示しています。トヨタ自動車

の本社がある愛知県豊田市では、１月中旬以

降に臨時職員 100 人前後を採用するそうです。

このように、失業者を積極的に採用する動きは

今後も広がっていきそうです。 

 

「年金記録問題」に関連した最近の動き 

 

◆記録の訂正が社保事務所で可能に 

社会保険庁は、厚生年金標準報酬月額が

改ざんされていた問題に関して、記録の回復

を早めるため、従業員の記録が遡って改ざんさ

れていた場合について、総務省の年金記録確

認第三者委員会における審査を省略し、社会

保険事務所で記録を訂正できるよう、全国の

社会保険事務所に通知を出したそうです。 

被害者が事業主や役員でない一般の従業

員であり、事業所が厚生年金から脱退した後

に遡って従業員の標準報酬月額が引き下げら

れていたり、加入期間が短くされていたりするケ

ースにおいて、改ざんされた時期の給与実態

が給与明細書等の記録により確認できる場合

に、記録の訂正が可能となります。 

 

◆「電子私書箱」活用で記録改ざん防止に 

政府は、社会保障関連の個人情報などを、

本人がインターネットで閲覧できる「電子私書

箱」（仮称）を活用して、標準報酬月額などを

ネット上で直接確認できるようにする制度の創

設を検討していることを明らかにしました。事業

主や社会保険事務所の手続上のミスや改ざん

防止をねらうためであり、順調に行けば2011年

度導入の予定です。 

 

当事務所よりひとこと 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

当面は厳しい経済情勢が続きますが、初心

に戻ってなんとか乗り切っていきましょう。 

 
労務管理・就業規則・社会保険・年金のことでお困りの時は、お気軽にご相談下さい。


